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「一般労働条件の確保・改善に係る監督指導の実施要領 

について」の一部改正について 

 

 

 平成 11年４月 16日付け基発第 250号「一般労働条件の確保・改善に係る監督指導

の実施要領について」（以下「基発第 250号」という。）については、労働基準法の一

部を改正する法律（平成 20年法律第 89号）の施行等に伴い、下記のとおり一部を改

正し、平成 22 年４月１日から適用することとしたので、了知の上、効果的な実施に

遺憾なきを期されたい。 

 

記 

 

基発第 250号の一部を次のように改正する。 

基発第 250号の記の２の(2)のイ中「後記ロ」を「後記ロ及びハ」に改める。 

２の(2)のロの（イ）のｂの(a)中「今後」を「今後における」に改める。 

２の(2)のハの（ロ）を次のように改める。 

（ロ）再監督時の措置等 

   再監督時の措置等については、上記ロの(ロ)によること。 

３の(2)のロの②を次のように改める。 

②  限度基準に適合していないことについて、やむを得ない合理的事情が認め

られる場合 

合理的事情としては、例えば、延長時間を限度時間の範囲内とするための

業務計画の見直しや要員配置の変更又は限度時間を超える時間外労働に係

る割増賃金率の定めについて、労使の話合い等が行われているが直ちに結論

を出せる状況にはない場合等が考えられること。 

平成 22年２月 17日から 

平成 32年２月 16日まで 

秘 

  有  ・ 無期限 



 

 

３の(12)を(13)とし、(11)のロの次に次のように加え、(11)を(12)とする。 

ハ 多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化 

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化に

ついては、昭和 22 年９月 13 日付け発基第 17 号・昭和 63 年３月 14 日付け基発

第 150 号通達を基本としつつ、平成 20 年９月９日付け基発第 0909001 号「多店

舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」

により示した各判断要素を踏まえ、平成 20年９月９日付け基発第 0909003号「多

店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化を図る

ための指導等について」等に基づき、適切に実施すること。 

３の(10)のニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加え、(10)

を(11)とする。 

ロ 時間単位年休 

労使協定を締結せずに、時間単位年休を付与している場合には、リーフレット

等を活用し法令の内容を周知するとともに、当該労使協定の締結について指導を

行うこと。 

この場合の指導票の記載については、次の例文を参考にすること。 

「貴事業場において時間単位年休を実施する場合には、労働基準法第 39 条第

４項に基づき時間単位年休に係る労使協定を締結する必要があるので、当該協定

を速やかに締結すること。」 

３の(9)を(10)とし、(6)～(8)を(7)～(9)とし、３の(5)中「法定要件に適合した」

を「法定要件を具備した」に改め、(5)を(6)とする。 

３の(4)中「労働基準法施行規則（以下「則」という。）」を「則」に改め、(4)を(5)

とする。 

３の (3)の次に次のように加える。 

(4) 代替休暇の適正化 

イ  着眼点 

（イ）労使協定において必要な事項が記載され要件を具備しているか、また就業

規則等に休暇として必要な事項が記載されているかを確認すること。 

（ロ）労使協定に「労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法」が定

められているかを確認すること。 

ロ  措置要領 

（イ）上記イを確認した結果、実質的に代替休暇制度を導入している実態にあ

る（例えば労使協定はないが、就業規則に当該制度に係る規定があり、こ

れに基づき代替休暇が取得されている場合、労使協定はないが代替休暇が

取得されている実態が賃金台帳、休暇簿等により確認できる場合等）と認

められるものの、法第 37 条第３項又は労働基準法施行規則(以下「則」と



 

 

いう。)第 19 条の２のいずれかに反している場合には、当該制度を円滑に

定着させていく観点から、今後における割増賃金の適正な支払を内容とす

る法第 37条違反の是正勧告書を交付すること。併せて、代替休暇に係る労

使協定を速やかに締結するよう指導票を交付すること。 

また、再監督時の措置等については、上記２の(2)のロの(ロ)に準ずるこ

と。 

なお、適法な労使協定によっているが、就業規則に必要な事項を定めて

いない常時 10 人以上の労働者を使用する事業場に対しては、法第 89 条違

反として就業規則の変更について是正勧告書を交付すること。 

（ロ）労使協定に「労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法」が

定められていない場合は、賃金の支払額を早期に確定させる観点から、当

該方法について定めを行うよう指導すること。 

なお、この指導を行う場合の指導票の記載については、次の例文を参考

にすること。 

「貴事業場においては代替休暇に係る労使協定が締結されていますが、

『労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法』が定められてい

ないので、賃金の支払額を早期に確定させる観点から、労働者の代替休暇

取得の意向を速やかに（60時間を超えて労働させた１か月の末日の翌日か

らできる限り短い期間内に）確認し、その意向を踏まえて代替休暇の取得

日を決定する方法について労使協定に定めること。」 


